
令和２年度東久留米市新型コロナウイルス感染症対応障害福祉サービス事業者支援

金交付要綱 

（目的） 

第１ この要綱は、東久留米市内（以下「市内」という。）の障害福祉サービス等を提供する

事業者（以下「事業者」という。）に対し東久留米市障害福祉サービス事業者支援金（以下

「支援金」という。）を交付することにより、新型コロナウイルス感染症（新型インフルエ

ンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）附則第１条の２第１項に規定する新型コ

ロナウイルス感染症をいう。以下同じ。）の感染拡大防止を図りつつ事業運営を継続する事

業者を支援することを目的とする。 

（支援金対象者） 

第２ 支援金の支給の対象となる者（以下「支給対象事業者」という。）は、次の各号に掲げ

る要件のいずれにも該当するものとする。 

（１） 令和２年９月１日時点で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第５条第２項から第１０項

まで及び第１２項から第１８項までに規定する障害福祉サービス、法第７７条第１項

第８号及び第３項に規定する地域生活支援事業並びに児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第６条の２の２第２項から第６項までに規定する障害児通所支援、同法第６

条の２の２第７項に規定する障害児相談支援及び同法第７条第２項に規定する障害児

入所支援その他市長が特に適当と認めるものの提供を行う事業所として市内に所在し

、国、東京都又は東久留米市（以下「市」という。）の指定若しくは許可を受けている

こと。 

（２） 令和２年４月から同年６月までの間に、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）第５条に規定する市の住民基本台帳に登録されている者に対し前号のサービスを

提供した実績があること。 

（支援対象経費及び支援金の交付額） 

第３ 支援金の対象となる経費（以下「支援対象経費」という。）は、令和２年４月１日以

後に支出したもので別表に定めるものとし、予算の範囲内で交付する。 

２ 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する経費は、支援金の対象としない。 

（１） 東久留米市児童発達支援センターわかくさ学園が行う東久留米市児童発達支援

センター条例（令和元年東久留米市条例第２７号）第３条に掲げる事業に係る経費 

（２） 東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年東久

留米市条例第１５号。以下「指定管理者条例」という。）第６条第１項の規定により

指定管理者として指定された者が行う指定管理者条例第９条に規定する指定管理者

が行う管理の業務に係る経費及び市から委託を受けた事業に係る経費 

（３） 国又は地方公共団体が交付する他の補助金、給付金等の対象経費として計上して

いる経費 



３ 支援金の交付額は、支援対象経費の実支出額と別表に定める補助基準額のいずれか低

い額とする。 

（申請） 

第４ 支援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」とする。）は、令和２年度東久留

米市新型コロナウイルス感染症対応障害福祉サービス事業者支援金交付申請書兼請求書

（様式第１号）に必要な書類を添えて、別に定める日までに東久留米市長（以下「市長」

という。）に提出しなければならない。 

（交付決定及び通知等） 

第５ 市長は、第４の規定による支援金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等

の内容を審査し、適当と認めた場合は、支援金の交付を決定し、令和２年度東久留米市新

型コロナウイルス感染症対応障害福祉サービス事業者支援金交付決定通知書（様式第２

号）により申請者に通知し、支援金を交付するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による支援金の交付の決定に際し、必要と認める条件を付すことが

できる。 

３ 市長は、第１項の審査の結果、支援金を交付しないことを決定したときは、申請者に通

知するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第６ 市長は、第５第１項の規定による支援金の交付決定を受けた者（以下「交付決定事業

者」という。）が、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の交付決定の全部又は

一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により、支援金の交付を受けたとき。 

（２） 支援金を他の用途に使用したとき。 

（３） 支援金の支給決定の内容又はこの要綱等の規定若しくは付した条件に違反した

とき。 

２ 前項の規定は、交付すべき支援金の額を確定した後においても適用する。 

３ 市長は、交付決定事業所が第１項各号の規定により支援金の交付決定の全部又は一部

が取り消された場合は、令和２年度東久留米市新型コロナウイルス感染症対応障害福祉

サービス事業者支援金交付決定取消通知書（様式第３号）により、交付決定事業者に通知

するものとする。 

（実績報告） 

第７ 交付決定事業者は、支援事業が完了したとき、又は支援金交付の決定をした会計年度

が終了したときは、市長が別に定める日までに、令和２年度東久留米市新型コロナウイル

ス感染症対応障害福祉サービス事業者支援金実績報告書（様式第４号）に関係書類を添え

て、市長に提出しなければならない。 

（支援金の額の確定） 

第８ 市長は、第７の規定による実績報告を受けた場合は、当該報告に係る書類の審査及び



必要に応じて行う実地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の

決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき支援金の額を

確定し、令和２年度東久留米市新型コロナウイルス感染症対応障害福祉サービス事業者

支援金交付額確定通知書（様式第５号）により交付決定事業者に通知するものとする。 

（支援金の返還） 

第９ 交付決定事業者は、第６の規定により支援金の交付決定を取り消された場合におい

て、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、市長が別に定め

る期限までに、当該支援金を返還しなければならない。 

２ 交付決定事業者は、第８の規定により支援金の額が確定した場合において、既にその額

を超える支援金が交付されているときは、市長が別に定める期限までに、当該補助金を市

長に返還しなければならない。 

（財産処分の制限） 

第１０ 交付決定事業者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した価格が３０万円以

上の機械及び器具を支援金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は

担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）第

１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過したものについ

てはこの限りでない。 

２ 市長は、交付決定事業者が市長の承認を受けて、前項の規定により財産を処分し、当該

処分により収入があった場合には、この収入の全部又は一部を市に納付させることがで

きる。 

３ 交付決定事業者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業

の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運用

を図らなければならない。 

（消費税仕入控除税額の報告） 

第１１ 交付決定事業者は、支援事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により支援金

に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円

の場合を含む。）には、令和２年度東久留米市新型コロナウイルス感染症対応障害福祉サ

ービス事業者支援金消費税仕入控除税額報告書（様式第６号）により速やかに市長に報告

しなければならない。 

２ 交付決定事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であ

って、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及

び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報

告を行うこととする。 

３ 市長は、第１項の報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部または一部を市に納付

させることができる。 



（関係書類の整備保管） 

第１２ 交付決定事業者は、当該支援金及び対象事業に係る経費の収入及び支出の状況を

明らかにした書類及び帳簿等並びに領収書等を整備し、当該対象事業の完了した年度の

翌年度から起算して５年間これらを保存しておかなければならない。ただし、市長が必要

と認める場合は、この期間を延長することができる。 

（交付決定等に係る調査） 

第１３ 市長は、この要綱による支援金に関し必要と認めるときは、交付決定事業者に対し

報告を求め、又は調査することができる。 

２ 交付決定事業者は、前項の調査に協力しなければならない。 

（委任） 

第１４ この要綱及び東久留米市補助金交付規則（昭和４７年東久留米市規則第９号）に定

めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

１ この訓令は、令和２年９月１８日から施行する。 

２ この訓令は、令和３年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、その時までに行った

支援金の交付決定に対する第７から第１３までの規定の適用については、その時以降も、

なおその効力を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第３関係） 

補助対象経費 補助基準額 補助率 

感染症の拡大を

予防するための

経費 

報酬、給料、職員手当

等、報償費、旅費、需

要費、役務費、使用料、

賃借料、管理費、共益

費、施設改修費、備品

購入費その他市長が

必要と認める経費 

１事業当たり１０万円（法第

５条第１８項に規定する相談

支援及び児童福祉法第６条の

２の２第７項に規定する障害

児相談支援の事業を重複して

実施する場合については、１

事業とみなす。） 

１０分の１０ 

事業を継続する

ための経費 

 


